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政
府
は
、
流
通
す
る
デ
ー
タ
の
多
様
化
・
大
容
量
化
が
進
展
し
、
デ
ー
タ
の
活

用
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
改
革
関
連
六
法
案
を

国
会
に
提
出
し
、
同
法
案
は
、
二
〇
二
一
年
四
月
六
日
、
衆
議
院
本
会
議
で
可
決

さ
れ
た
。
現
在
、
参
議
院
で
審
議
さ
れ
て
い
る
。
同
法
案
の
問
題
性
に
鑑
み
、
以

下
同
法
案
を
「
デ
ジ
タ
ル
監
視
法
案
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　

デ
ジ
タ
ル
化
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
個
人
の
自
由
を
拡
大
し
、
豊
か

な
生
活
に
結
び
つ
く
シ
ス
テ
ム
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
決
し
て
否
定
さ
れ

る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、「
デ
ジ
タ
ル
監
視
法
案
」
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
を
理
由
に
し
て
、
こ
れ
ま

で
形
成
さ
れ
て
き
た
個
人
情
報
保
護
制
度
を
壊
し
、
新
た
に
、
内
閣
に
デ
ジ
タ
ル

庁
を
設
置
し
て
、
省
庁
、
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
企
業
の
管
理
す
る
個
人
情
報

を
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
紐
づ
け
し
て
統
合
集
中
し
、
一
元
的
に
管
理
統
制
す
る
シ
ス

テ
ム
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

新
た
に
設
置
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
庁
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
長
と
し
、
内
閣
直
属

で
、
デ
ジ
タ
ル
監（
事
務
次
官
級
）も
含
め
一
〇
〇
人
以
上
が
民
間
か
ら
登
用
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
り
、
全
体
で
五
〇
〇
人
規
模
と
な
る
。
こ
の
組
織
に
は
、
他
の
省

庁
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
課
や
部
は
な
く
、
他
の
省
庁
へ
勧
告
す
る
権
限
が
与
え

ら
れ
、
内
閣
総
理
大
臣
が
統
括
す
る
。

　

そ
の
デ
ジ
タ
ル
庁
の
も
と
で
、
省
庁
及
び
地
方
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
が
共

通
仕
様
で
一
元
化
さ
れ
、「
相
当
の
理
由
」や「
特
別
の
理
由
」が
あ
れ
ば（
判
断
す
る

の
は
当
該
行
政
機
関
）本
人
の
同
意
が
な
く
と
も
情
報
の
利
用
及
び
提
供
が
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
「
デ
ジ
タ
ル
監
視
法
案
」
が
つ
く
ろ
う
と
す
る
シ
ス
テ
ム
は
、
内
閣
総

理
大
臣
が
統
括
す
る
デ
ジ
タ
ル
庁
に
個
人
の
情
報
や
国
家
の
重
要
情
報
を
集
中

管
理
す
る
独
占
的
な
力
と
権
限
を
持
た
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
デ
ジ

タ
ル
庁
の
デ
ジ
タ
ル
監
及
び
職
員
に
民
間
か
ら
登
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
情

報（
医
療
・
教
育
・
思
想
信
条
な
ど
の
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
も
含
め
て
）の
大
規
模
な
漏

洩
が
起
こ
る
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
漏
洩
だ
け
で
な
く
情
報
の
濫

用
と
悪
用
に
よ
っ
て
行
政
が
歪
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
、
こ
の
国
の

国
家
と
社
会
の
あ
り
方
を
根
本
的
に
変
え
、
独
裁
政
治
と
息
苦
し
い
監
視
社
会

に
導
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
強
い
危
惧
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

　

ま
た
、「
デ
ジ
タ
ル
監
視
法
案
」
は
、
六
三
本
を
束
ね
た
法
案
と
し
て
提
出
さ
れ

て
い
る
た
め
に
、
法
案
の
量
は
膨
大
で
、
そ
の
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
自
体
が

極
め
て
困
難
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
極
め
て
広
範
な
分
野
に
及
び
、
医
療
情
報
、

教
育
情
報
、
税
務
情
報
な
ど
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
へ
の
紐
づ
け
、
訪
問
販
売
な
ど
で

の
契
約
書
面
交
付
義
務
の
形
骸
化
、
使
用
者
間
で
の
労
働
者
の
情
報
提
供
な
ど
、

い
ず
れ
も
国
民
生
活
と
直
結
す
る
重
要
な
改
正
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
法
案
が
予
算
関
連
法
案
と
し
て
、
法
案
の
内
容
を
国
民
の
誰
も
が

理
解
で
き
な
い
ま
ま
、
衆
議
院
で
は
わ
ず
か
二
七
時
間
の
審
議
で
可
決
さ
れ
、
参

議
院
で
も
わ
ず
か
な
審
議
時
間
で
成
立
さ
せ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

本
特
集
は
、
こ
う
し
た
情
勢
の
も
と
で
、「
デ
ジ
タ
ル
監
視
法
案
」
の
問
題
点
と

危
険
性
を
急
ぎ
明
ら
か
に
し
、
警
鐘
を
鳴
ら
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
行
政
組

織
法
、
個
人
情
報
保
護
、
秘
密
保
護
法
、
共
謀
罪
法
、
消
費
者
保
護
、
労
働
、
医

療
、
税
務
な
ど
、
同
法
案
に
関
連
し
た
分
野
の
第
一
人
者
の
方
々
に
論
考
を
寄

せ
て
い
た
だ
い
た
。「
急
ぎ
」
で
は
あ
っ
た
が
、
同
法
案
の
狙
い
と
本
質
的
問
題
を

十
分
に
解
き
明
か
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
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